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今
後
の
経
済
見
通
し
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

内
閣
府
が
公
表
し
た
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
（
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
）
に
よ
れ
ば
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
の
「
三
本
の
矢
」
の
効
果
が
着
実
に
発
現
し
た
場
合
の
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
は
今
後
十
年
（
二
〇
一
三
〜
二
〇
二
二
年

度
）
の
平
均
成
長
率
を
実
質
二
％
程
度
、
名
目
三
％
程
度
と
想
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率

が
二
〇
二
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
期
に
相
当
す
る
一
・
八
％
程
度
ま
で
上
昇
す
る
と
い
う
前
提
と
な
っ
て
い

る
。こ

の
試
算
に
お
い
て
は
、
内
外
経
済
が
よ
り
緩
や
か
な
成
長
経
路
と
な
る
場
合
の
「
参
考
ケ
ー
ス
」
も
示
さ
れ
て
お
り
、
今

後
十
年
（
二
〇
一
三
〜
二
〇
二
二
年
度
）
の
平
均
成
長
率
を
実
質
一
％
程
度
、
名
目
二
％
程
度
と
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
場

合
、
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
が
二
〇
二
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
過
去
の
平
均
程
度
の
一
・
〇
％
程
度
ま
で
上
昇
す

る
と
い
う
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
は
、
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
（
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
）
等
を
も
と
に
議
論
を
進
め
、

「
年
金
財
政
に
お
け
る
経
済
前
提
と
積
立
金
運
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（
検
討
結
果
の
報
告
）
」
（
以
下
「
経
済
前
提
委
員
会

報
告
」
、
平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
）
を
経
て
、
「
国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金
に
係
る
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し－

平
成
二

一



十
六
年
財
政
検
証
結
果
」
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
結
果
」
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
）
を
公
表
し
た
。
「
経
済

前
提
委
員
会
報
告
」
で
は
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
を
「
経
済
成
長
の
原
動
力
」
と
位
置
付
け
て
お
り
、
「
平
成
二

十
六
年
財
政
検
証
結
果
」
で
は
「
平
成
三
十
六
（
二
〇
二
四
）
年
度
以
降
の
長
期
の
前
提：

内
閣
府
試
算
を
参
考
に
し
つ
つ
、

長
期
的
な
経
済
状
況
を
見
通
す
上
で
重
要
な
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
を
軸
と
し
た
、
幅
の
広
い
複
数
ケ
ー
ス
（
八

ケ
ー
ス
）
を
設
定
」
と
記
述
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
、
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
に
接
続
す
る
も
の
」
と
あ
る
Ａ
〜
Ｅ
ケ
ー
ス
と
、

「
参
考
ケ
ー
ス
に
接
続
す
る
も
の
」
と
あ
る
Ｆ
〜
Ｈ
ケ
ー
ス
の
八
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

経
済
再
生
ケ
ー
ス
に
接
続
す
る
も
の

①
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率

②
経
済
成
長
率

・
ケ
ー
ス
Ａ

①
一
・
八
％

②
一
・
四
％

・
ケ
ー
ス
Ｂ

①
一
・
六
％

②
一
・
一
％

・
ケ
ー
ス
Ｃ

①
一
・
四
％

②
〇
・
九
％

・
ケ
ー
ス
Ｄ

①
一
・
二
％

②
〇
・
六
％

・
ケ
ー
ス
Ｅ

①
一
・
〇
％

②
〇
・
四
％

二



参
考
ケ
ー
ス
に
接
続
す
る
も
の

①
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率

②
経
済
成
長
率

・
ケ
ー
ス
Ｆ

①
一
・
〇
％

②
〇
・
一
％

・
ケ
ー
ス
Ｇ

①
〇
・
七
％

②
▲
〇
・
二
％

・
ケ
ー
ス
Ｈ

①
〇
・
五
％

②
▲
〇
・
四
％

「
今
後
の
経
済
見
通
し
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日
提
出
）
へ
の
答
弁
書
で
、
政
府
は
「
全

要
素
生
産
性
上
昇
率
は
、
算
出
の
方
法
や
用
い
る
デ
ー
タ
の
改
定
等
に
よ
り
、
推
計
値
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
相
当

の
幅
を
も
っ
て
見
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
数
値
や
傾
向
等
に
つ
い
て
、
一
概
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
し
、
同

時
に
近
年
の
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
は
、
平
成
二
十
五
年
度
〇
・
七
％
程
度
、
平
成
二
十
六
年
度
〇
・
四
％
程

度
、
平
成
二
十
七
年
度
〇
・
三
％
程
度
と
い
っ
た
数
字
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
数
字
は
「
平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
結

果
」
に
お
け
る
平
成
三
十
六
年
度
以
降
の
長
期
の
経
済
前
提
の
ケ
ー
ス
Ｅ
、
あ
る
い
は
「
平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
結
果
」
で

財
政
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
る
ま
で
機
械
的
に
給
付
水
準
調
整
を
進
め
る
と
い
ず
れ
所
得
代
替
率
が
五
十
％
を
割
り
込
む
と
さ
れ

て
い
る
ケ
ー
ス
Ｆ
、
さ
ら
に
は
「
平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
結
果
」
で
「
機
械
的
に
給
付
水
準
調
整
を
続
け
る
と
、
国
民
年
金

三



は
二
〇
五
五
年
度
に
積
立
金
が
な
く
な
り
完
全
な
賦
課
方
式
に
移
行
」
と
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
Ｈ
を
も
大
幅
に
下
回
り
、
か
つ

下
降
傾
向
が
続
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
質
問
す
る
。

一

全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
は
、
「
経
済
成
長
の
原
動
力
」
で
あ
り
、
「
長
期
的
な
経
済
状
況
を
見
通
す
上
で
重

要
」
と
い
う
政
府
の
認
識
で
間
違
い
な
い
か
。

二

「
算
出
の
方
法
や
用
い
る
デ
ー
タ
」
を
現
時
点
で
の
基
準
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
〜
二
十
七
年
度
の
全
要
素
生
産
性

（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
の
数
値
を
見
た
場
合
、
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
は
現
時
点
で
上
昇
傾
向
に
あ
る
か
、
下
降

傾
向
に
あ
る
か
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
下
降
傾
向
に
あ
る
場
合
は
、
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
と
考
え
て

い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
が
二
・
二
％
ど
こ
ろ
か
一
・
〇
％
に
も
満
た
な
い
現
在
は
、
「
『
三
本
の
矢
』
の
効

果
が
着
実
に
発
現
」
し
て
い
な
い
と
い
う
認
識
か
。
そ
れ
と
も
、
「
『
三
本
の
矢
』
の
効
果
が
着
実
に
発
現
」
し
て
い
る
も

の
の
、
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
認
識
か
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
原

因
は
ど
こ
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四



四

「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
に
つ
い
て

�

全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
が
近
年
の
水
準
（
平
成
二
十
五
年
度
〇
・
七
％
程
度
、
平
成
二
十
六
年
度
〇
・
四

％
程
度
、
平
成
二
十
七
年
度
〇
・
三
％
程
度
）
や
、
そ
れ
以
下
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
試
算
さ
れ
て
い
な
い
の
は
い
か
な
る

理
由
か
。

�

全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
が
直
近
の
数
値
で
あ
る
〇
・
三
％
で
推
移
し
た
場
合
、
ゼ
ロ
％
で
推
移
し
た
場

合
、
マ
イ
ナ
ス
〇
・
五
％
で
推
移
し
た
場
合
の
平
成
三
十
二
年
度
（
二
〇
二
〇
年
度
）
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
、
平
成
三
十
二
年

度
（
二
〇
二
〇
年
度
）
の
国
・
地
方
の
基
礎
的
財
政
収
支
、
平
成
三
十
二
年
度
（
二
〇
二
〇
年
度
）
に
お
け
る
公
債
等
残

高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
費
の
試
算
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。

�

「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
（
二
〇
一
六
年
七
月
二
十
六
日
）
に
お
け
る
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
で
は
、

平
成
三
十
二
年
度
（
二
〇
二
〇
年
度
）
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
五
百
八
十
二
�
七
兆
円
と
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
「
中
長
期
の
経

済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
の
公
表
の
度
に
平
成
三
十
二
年
度
（
二
〇
二
〇
年
度
）
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
下
方
修
正
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
「
『
三
本
の
矢
』
の
効
果
が
着
実
に
発
現
」
し
て
い
な
い
か
ら
と
考
え
て
よ
い
の
か
、
理
由
を
明
確
に
さ

れ
た
い
。

五



五

「
平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
結
果
」
等
に
つ
い
て

�

平
成
三
十
六
年
度
以
降
の
長
期
の
経
済
前
提
に
つ
い
て
、
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
が
近
年
の
水
準
（
平
成

二
十
五
年
度
〇
・
七
％
程
度
、
平
成
二
十
六
年
度
〇
・
四
％
程
度
、
平
成
二
十
七
年
度
〇
・
三
％
程
度
）
や
、
そ
れ
以
下

と
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
の
は
い
か
な
る
理
由
か
。

�

平
成
三
十
六
年
度
以
降
、
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
が
直
近
の
数
値
で
あ
る
〇
・
三
％
で
推
移
し
た
場
合
、

ゼ
ロ
％
で
推
移
し
た
場
合
、
マ
イ
ナ
ス
〇
・
五
％
で
推
移
し
た
場
合
の
所
得
代
替
率
の
将
来
見
通
し
の
試
算
を
そ
れ
ぞ
れ

示
さ
れ
た
い
。

�

前
述
の
と
お
り
、
近
年
の
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
は
、
平
成
二
十
五
年
度
〇
・
七
％
程
度
、
平
成
二
十
六

年
度
〇
・
四
％
程
度
、
平
成
二
十
七
年
度
〇
・
三
％
程
度
と
、
「
平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
結
果
」
に
お
け
る
平
成
三
十

六
年
度
以
降
の
長
期
の
経
済
前
提
の
ケ
ー
ス
Ｅ
、
あ
る
い
は
「
平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
結
果
」
で
財
政
の
バ
ラ
ン
ス
が

取
れ
る
ま
で
機
械
的
に
給
付
水
準
調
整
を
進
め
る
と
い
ず
れ
所
得
代
替
率
が
五
十
％
を
割
り
込
む
と
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

Ｆ
、
さ
ら
に
は
「
平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
結
果
」
で
「
機
械
的
に
給
付
水
準
調
整
を
続
け
る
と
、
国
民
年
金
は
二
〇
五

五
年
度
に
積
立
金
が
な
く
な
り
完
全
な
賦
課
方
式
に
移
行
」
と
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
Ｈ
を
も
大
幅
に
下
回
っ
て
い
る
。
少

六



な
く
と
も
平
成
三
十
五
年
度
ま
で
の
足
下
の
経
済
前
提
に
つ
い
て
は
実
態
に
即
し
て
見
直
し
た
上
で
直
ち
に
財
政
検
証
を

実
施
し
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

財
政
検
証
に
つ
い
て
、
法
律
で
は
「
政
府
は
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
、
（
中
略
）
そ
の
現
況
及
び
財
政
均
衡
期
間

に
お
け
る
見
通
し
（
以
下
「
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る

が
、
「
五
年
」
と
し
て
い
る
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
五
年

ご
と
」
よ
り
短
い
頻
度
で
行
っ
た
と
し
て
も
法
律
に
抵
触
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
が
、
相
違
な
い
か
。
む
し
ろ
経
済

状
況
が
不
透
明
な
中
、
例
え
ば
「
三
年
ご
と
」
に
行
う
こ
と
で
年
金
財
政
へ
の
信
頼
性
が
よ
り
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

財
政
検
証
に
つ
い
て
、
法
律
で
「
財
政
均
衡
期
間
」
は
「
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
が
作
成
さ
れ
る
年
以
降
お
お
む
ね

百
年
間
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
す
な
わ
ち
、
実
際
に
財
政
均
衡
期
間
の
終
了
時
期
が
来
る
こ
と
は
永
遠
に
な
い
と

い
う
理
解
で
よ
い
か
。

�

厚
生
労
働
省
年
金
局
が
平
成
二
十
八
年
十
月
十
七
日
に
示
し
た
「
民
進
党
の
要
求
事
項
（
仮
に
今
回
の
額
改
定
ル
ー
ル

の
見
直
し
が
平
成
十
七
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
場
合
の
試
算
）
に
つ
い
て
」
に
関
し
て
、
「
平
成
二
十
六
年
財
政
検

七



証
（
ケ
ー
ス
Ｅ
）
を
基
に
機
械
的
に
計
算
を
行
っ
た
」
と
あ
る
が
、
ケ
ー
ス
Ｆ
・
Ｇ
・
Ｈ
の
そ
れ
ぞ
れ
で
機
械
的
に
計
算

を
行
っ
た
結
果
（
合
計
三
パ
タ
ー
ン
）
も
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

八


